
建築ＧＸ・ＤＸ推進事業 継続
令和８年度予算概算要求額：100億円

＜BIM活用型＞

• 次の要件に該当する建築物であること

耐火/準耐火建築物等 省エネ基準適合

• 元請事業者等は、下請事業者等による建築BIMの導入を支援すること

• 元請事業者等は、本事業の活用により整備する建築物について、維持

管理の効率化に資するBIMデータ整備を行うこと

• 元請事業者等または下請事業者等またはその両者は、上記のうち大規

模な新築プロジェクトにあっては、業務の効率化又は高度化に資するもの

として国土交通省が定めるBIMモデルの活用を行うこと

• 元請事業者等及び下請事業者等は、 「BIM活用事業者登録制度」に

登録し、補助事業完了後３年間、BIM活用状況を報告すること。また、

国土交通省が定める内容を盛り込んだ「BIM活用推進計画」を策定す

ること

＜LCA実施型＞

• LCA算定結果を国土交通省等に報告すること（報告内容をデータベー

ス化の上、国土交通省等において毎年度公表）

• 国土交通省等による調査に協力すること

※ BIMモデルを作成した上でLCAを行う場合は、BIM活用型、LCA実施

型のいずれの要件も満たすこと

● 補助要件 ● 補助額等

＜BIM活用型＞

• 設計調査費及び建設工事費に対し、BIM活用による掛かり増し費用の

1/2を補助（延べ面積に応じて補助限度額を設定）

＜LCA実施型＞
• LCAの実施に要する費用について、上限額以内で定額補助

BIMモデルを作成せずにLCAを行った場合：650万円／件

BIMモデルを作成した上でLCAを行う場合：500万円／件

※ LCA算定に必要なCO2原単位も策定する場合の上限額は、400万

円を加算

BIMモデルと部材等のCO2原単位を紐づけ

＜BIMモデルを活用したLCAの実施イメージ＞

＜現行制度の概要＞

４．住宅・建築物における持続可能な社会の構築

建築物のLCAの実施によるLCCO2削減の推進（GX）と建築業界全体の生産性向上の推進（DX）を図るため、建築物
のLCAの実施と建築BIMの普及拡大を一体的・総合的に支援する。
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建築情報DB

建築行政に係る担い手（建築主事・建築士等）の各種業務の効率化・質の向上を図るため、①建築確認・検査、定期報告、各種認定
等、建築行政手続全体のオンライン化、② BIMデータ等による行政手続の一元化及び審査の効率化、 ③これらによる建築データの蓄積や
活用の検討 などについて総合的に支援する事業を創設する。

＜事業対象のイメージ＞

システム環境

AIによる
データ分析

手続ごとの
紙の図書・書類 手続のオンライン化

データプラットフォーム
の構築

BIMデータ等の共有

データプラットフォーム
を活用した審査の効率化

従来の手続

申請者 等（建築主、設計者、施工者、管理者 等）

審査者 等（建築主事、指定確認検査機関、消防機関 等）

申請のオンライン化

③建築データの蓄積・活用①手続のオンライン化 ②手続の一元化・効率化

図書・書類の
デジタル化

BIMデータ
（＋一部図書）

3Dモデル
+

属性情報

連携

建築データを
設計等に活用

建築データを
審査に活用

民間・行政・研究機関 等

データの
提供

他分野での
建築データの活用

行政手続に関する
情報を自動的に蓄積

建築行政ＤＸ総合推進事業（新規） 令和７年度補正予算：20,000千円
令和８年度要求額：555,000千円
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